
建築物等定期報告の提出書類及び提出先 作成：千葉市

区分 提出書類 提出先

建築物

・定期調査報告書（規則第36号の2様式）

・その他必要な書類（調査結果表、調査結果図、関係写真、配置図、平面図等）

・定期調査報告概要書（規則第36号の3様式）

＜指摘事項を改善した場合＞

・改善（補修）等完了報告書、改修（補修）前後の写真

＜特定建築設備等を変更、廃止、休止、又は再開した場合＞

・特定建築設備等変更（廃止・休止・再開）届（細則第13号様式）

建築設備

・定期検査報告書（建築設備（昇降機を除く。））（規則第36号の6様式）

・その他必要な書類（検査結果表、関係写真、別表等）

・定期検査報告概要書（建築設備（昇降機を除く。））（規則第36号の7様式）

＜指摘事項を改善した場合＞

・改善（補修）等完了報告書、改修（補修）前後の写真

＜特定建築設備等を変更、廃止、休止、又は再開した場合＞

・特定建築設備等変更（廃止・休止・再開）届（細則第13号様式）

防火設備

・定期検査報告書（防火設備）（規則第36号の8様式）

・その他必要な書類（検査結果表、検査結果図、関係写真、配置図、平面図等）

・定期検査報告概要書（防火設備）（規則第36号の9様式）

＜指摘事項を改善した場合＞

・改善（補修）等完了報告書、改修（補修）前後の写真

＜特定建築設備等を変更、廃止、休止、又は再開した場合＞

・特定建築設備等変更（廃止・休止・再開）届（細則第13号様式）

昇降機

・定期検査報告書（昇降機）（規則第36号の4様式）

・その他必要な書類（検査結果表、主索及びブレーキパッドの写真、関係写真）

・定期検査報告概要書（昇降機）（第36号の5様式）

＜指摘事項を改善した場合＞

・改善（補修）等完了報告書、改修（補修）前後の写真

＜特定建築設備等を変更、廃止、休止、又は再開した場合＞

・特定建築設備等変更（廃止・休止・再開）届（細則第13号様式）

遊戯施設

・定期検査報告書（遊戯施設）（規則第36号の10様式）

・その他必要な書類（検査結果表、関係写真、探傷試験結果の概要がわかる資料（該当する場合））

・定期検査報告概要書（遊戯施設）（規則第36号の11様式）

＜指摘事項を改善した場合＞

・改善（補修）等完了報告書、改修（補修）前後の写真

＜特定建築設備等を変更、廃止、休止、又は再開した場合＞

・特定建築設備等変更（廃止・休止・再開）届（細則第13号様式）

　千葉市建築指導課

　【住所】〒２６０－８７２２

　　　　　千葉市中央区千葉港１ー１

　　　　　千葉市役所低層棟４階

　【電話】０４３－２４５－５８３８

　千葉県昇降機等検査協議会

　【住所】〒２６０－００２８

　　　　　千葉市中央区新町１－１７

　　　　　ＪＰＲ千葉ビル５Ｆ

　【電話】０４３－２３９－５３７２


